
分　　　　　　類 分 類

有機顔料製造業，合

成染料製造業

規　制

対象外

合成樹脂製造業

合成ゴム製造業

有粍ゴム薬品製造業

合成洗剤製造業 ガラス製品製造業

石油化学工業 セメント製品製造業

石けん製造業
生コンクリート製造

業

硬化油製造業

脂肪酸製造業

有機質砂かべ材製造

業

人造黒鉛電極製造業

香料製造業 窯業原料の精製業

ゼラチン又はにかわ

製造業
砕　石　業

写真感光材料製造業

天然樹脂製品製造業

木材化学工業

有機化学工業製品製

造業

医薬品製造簸、 三…二一三

－94－

砂利採取業

鉄　鋼　業

非鉄金属製造業

金属製品製造業又は

機械器具製造業

ガス供給業又はコー

クス製造業

朗－2i　浄水施設

分　　　　　　類

酸又はアルカリによ
る表面処理施設

電気めっき施設

旅　館　業

洗た　く　業

自動式フィルム現像

洗浄施設

と畜業又はへい獣取

扱業

廃油処理施設

注1．原単位の作成・適用I

2．分類の番号は，特定去


